
○杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助金交付要綱 

平成２３年４月１日 

告示第３６号 

（趣旨） 

第１条 町は、低炭素で地球にやさしいエネルギー社会を実現するため、住宅用エネ

ルギーシステム（以下「エネルギーシステム」という。）を設置する者に対し、予

算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、杉戸町補助金等の交付手続等に関する規則（平

成１１年杉戸町規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この

告示に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 住宅用エネルギーシステム 別表に掲げる機器の区分に応じ、同表に掲げる

要件を満たすもので、住宅用として未使用のものとする。 

(2) 既存住宅への設置 既にある住宅にエネルギーシステムを設置する場合 

(3) 新築住宅への設置 建物の新築に合わせてエネルギーシステムを設置する場

合 

（補助対象者） 

第３条 この告示に基づく補助金の申請をすることができる者は、町内に自ら居住

（当該住宅の住宅部分の床面積が２分の１以上である店舗併設の住宅を含む。）又

は居住する予定の住宅にエネルギーシステムを設置（住宅の新築に合わせたエネル

ギーシステムの設置を含む。）する者とする。 

（補助金の額及び交付回数） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる機器の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

(1) 住宅用太陽光発電システム ５万円（ただし、補助対象機器の設置に併せ、

新たに別表に定める機器(HEMS)を導入する場合は、６万円とする。） 

(2) 住宅用蓄電システム ５万円（ただし、補助対象機器の設置に併せ、新たに

別表に定める機器(HEMS)を導入する場合は、６万円とする。） 



２ この告示の規定に基づく補助金の交付は、機器の種類ごとにそれぞれ１回限りと

する。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該住宅

用エネルギーシステム設置工事の着工前かつ当該年度の３月１０日（当該日が休日

に当たるときは、当該休日前の開庁日）までに、杉戸町住宅用エネルギーシステム

設置費補助金交付申請書（様式第１号）及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に

提出しなければならない。 

(1) 設置に要する経費の内訳が明記されている工事請負契約書の写し 

(2) 建築基準法第６条第４項に規定する確認済証の写し（新築住宅への設置の場

合） 

(3) 事業実施予定箇所の現況写真 

(4) 設置場所案内地図 

(5) その他町長が必要と認めるもの 

（補助金の交付決定等） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金

の交付又は不交付を決定しなければならない。 

２ 町長は、前項の決定をしたときは、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助

金交付・不交付決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとす

る。 

３ 町長は、申請書の受付を先着順に行うものとし、受け付けた申請書に係る補助金

の合計額が予算の範囲を超えるときは、申請書の受付を終了することができる。 

（変更承認申請等） 

第７条 前条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業

者」という。）は、補助金の交付申請の内容を変更するときは、杉戸町住宅用エネ

ルギーシステム設置補助事業変更承認申請書（様式第３号）を町長に提出し、その

承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、エネルギーシステムの設置を中止するときは、速やかに杉戸町住

宅用エネルギーシステム設置中止届出書（様式第４号）を町長に提出しなければな



らない。 

（変更の承認） 

第８条 町長は、前条第１項の変更の申請があったときは、当該変更を承認するか否

かを決定し、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置補助事業変更等承認・不承認書

（様式第５号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、当該年度の３月２４日（当該日が休日に当たるときは、当該

休日前の開庁日）までに、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助事業実績報

告書（様式第６号。以下「実績報告書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添

えて町長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業実施に係る領収書等の写し（エネルギーシステムの設置費用が明示

されたもの） 

(2) 補助事業の実施状況を示す写真（施工中及び完成写真） 

(3) 電力会社が発行した書類（接続契約締結書等）の写し 

(4) その他町長が必要と認めるもの 

（補助金の額の確定） 

第１０条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を

審査するとともに、必要に応じて現地調査等により、報告に係る成果が補助金の交

付の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助金交付額確定通知書

（様式第７号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、杉戸町住宅用

エネルギーシステム設置費補助金交付請求書（様式第８号。以下「請求書」とい

う。）により、町長に対して補助金の支払を請求するものとする。 

２ 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付す

るものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた



ことが判明したときは、交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金を返還

させることができる。 

２ 町長は、前項の補助金の交付決定を取り消す場合は、杉戸町住宅用エネルギーシ

ステム設置費補助金交付取消通知書（様式第９号）により、また、既に交付した補

助金を返還させる場合は、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助金返還命令

書（様式第１０号）により行うものとする。 

（維持管理） 

第１３条 補助事業者は、補助対象エネルギーシステムを当該補助事業の完了の日の

属する会計年度の翌会計年度から最低５年間は継続して維持管理するものとする。 

（書類の整備等） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備

保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年

度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

（報告） 

第１５条 町長は、必要に応じ補助事業者に対し報告を求めることができる。 

２ 前項の報告は、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置定期報告書（様式第１１

号）により行うものとする。 

（財産処分の制限） 

第１６条 規則第１９条第２号に規定するその他町長が定めるもの（処分制限財産）

は、補助事業により取得したエネルギーシステムとする。 

２ 規則第１９条ただし書に規定する町長が定める期間（財産処分制限期間）は、法

定耐用年数とする。 

３ 補助事業者は、規則第１９条の規定に基づき、補助事業により取得した財産の処

分について承認を得ようとするときは、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補

助金に係る財産処分承認申請書（様式第１２号）により町長に承認の申請をしなけ

ればならない。 

（委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 



附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日告示第４２号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年８月２９日告示第１３５号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第１０条の規定は、平成２４年４月１

日から適用する。 

附 則（平成２５年８月７日告示第１２４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示前に、改正前の杉戸町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

の規定に基づき交付決定を受けたものは、従前の様式により実績報告を行うことが

できる。 

３ 平成２５年度においては、改正後の杉戸町住宅用太陽光発電システム設置費補助

金交付要綱第１０条第３号及び様式第６号中の規定については、「電力会社の承諾

印が押印された「電力受給契約申込書」の写し」とあるのは、「電力会社が発行す

る「電力受給契約のご案内」又は電力会社の承諾印が押印された「電力受給契約申

込書」の写し」とする。 

附 則（平成２６年４月１日告示第７４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１日告示第４３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年５月１日告示第１１１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年５月１日から施行する 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にある改正前の様式については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 



附 則（令和２年３月２６日告示第４６号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１２月３日告示第２５１号） 

この告示は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２３日告示第６１号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日告示第５９号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則（令和８年３月  日告示第  号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

機器の種類 要件 

太陽光発電システム １ 太陽電池を利用することにより太陽光を電気

に変換するシステムであること。 

２ 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連

結をしたものであり、かつ、電力会社と電灯契

約及び余剰電力の販売契約を締結しているこ

と。 

３ 太陽電池容量（日本産業規格に基づいて算出

された太陽電池モジュールの最大出力の合計値

をいう。）が、１０キロワット未満であるこ

と。 

４ 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太

陽電池モジュール認証」相当の認証を受けてい

ること。 

５ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー

等によって確保されていること。 

HEMS（ホームエネルギーマネジ

メントシステム） 

エネルギーシステムや家電をネットワーク化し、

家庭のエネルギー使用量を管理・制御できるシス



テムであること。 

蓄電システム １ 再生可能エネルギー等により発電した電力又

は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力

需要のピーク時など必要に応じて住宅の電力と

して使用できる定置型のシステムであること。 

２ 蓄電池について、日本産業規格又は一般社団

法人電池工業会規格に準拠していること。 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１１条関係） 

様式第９号（第１２条関係） 

様式第１０号（第１２条関係） 

様式第１１号（第１５条関係） 

様式第１２号（第１６条関係） 

 


